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━
━
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
に
向
け
て

労働政策フォーラム

　

六
月
三
日
に
東
京
・
築
地
で
開
か
れ

た
労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
高
齢

者
雇
用
の
現
状
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
高
齢
者
の
意
欲
と
能
力
を
最
大

限
発
揮
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
に
は

ど
う
す
べ
き
か
を
行
政
、
研
究
者
、
企

業
の
担
当
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
議

論
し
た
。

　

ま
ず
、
厚
生
労
働
省
の
土
田
高
齢
者

雇
用
対
策
課
長
が
高
齢
者
雇
用
の
現
状

と
今
後
求
め
ら
れ
る
対
策
を
解
説
。
Ｊ

Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
藤
本
副
主
任
研
究
員
は
、

調
査
に
基
づ
き
、
雇
用
管
理
の
新
た
な

動
き
を
紹
介
し
た
。
さ
ら
に
、
ニ
ッ
ケ
、

前
川
製
作
所
、
髙
島
屋
の
事
例
報
告
の

後
、
参
加
者
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
も
行
わ
れ
た
。

　

二
〇
〇
六
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
よ
り
、
企
業
が
高
年
齢
者
を
六
五
歳
ま
で

雇
用
す
る
義
務
を
負
っ
て
五
年
が
経
過
し
た
。
二
〇
一
三
年
度
か
ら
は
、
厚
生
年
金
報
酬
比
例
部
分
の
支
給
開

始
年
齢
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
最
終
的
に
は
六
五
歳
ま
で
年
金
が
支
給
さ
れ
な
く
な
る
。
一
方
、
少
子

化
の
進
行
で
労
働
力
人
口
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
な
か
、
高
齢
者
の
就
労
の
促
進
を
求
め
る
声
も
聞
か
れ
る
。

特
集
で
は
、
労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
の
高
齢
者
雇
用
を
め
ぐ
る
議
論
の
ほ
か
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
昨
年
実
施
し

た
高
齢
者
の
就
業
実
態
に
関
す
る
研
究
な
ど
を
通
じ
て
、
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
の
今
後
の
在
り
方
を
考
え
る
。
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私
か
ら
は
、
わ
が
国
の
高
齢
者
雇
用
の
現

状
と
今
後
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

最
初
に
マ
ク
ロ
的
な
話
を
し
た
後
、
高
年
齢

労
働
者
の
就
業
意
欲
や
現
在
の
高
年
齢
者
雇

用
対
策
の
状
況
、
今
後
の
施
策
の
方
向
性
に

つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
わ
が
国
の
人
口
高
齢
化
の
状
況
に

つ
い
て
で
す
。
図
１
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

わ
が
国
の
人
口
は
二
〇
〇
四
年
に
ピ
ー
ク
を

迎
え
、
約
一
億
二
七
八
〇
万
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。
な
お
、
こ
の
数
字
は
二
〇
〇
五
年
国

勢
調
査
か
ら
の
も
の
で
す
が
、
実
は
今
年
二

月
に
二
〇
一
〇
年
国
勢
調
査
の
速
報
結
果
が

す
で
に
公
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば

ピ
ー
ク
は
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
の
一
億
二
八

〇
五
万
人
で
、
実
は
、
ピ
ー
ク
は
二
〇
〇
四

年
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
、
わ
が
国
の
人
口

は
減
少
局
面
に
入
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

二
〇
五
五
年
に
は
、
一
億
人
を
割
っ
て
約

九
〇
〇
〇
万
人
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
直
近
の
状
況
は
、
二
〇
〇
九
年
で
約
一

億
二
七
五
〇
万
人
が
、
二
〇
二
五
年
に
は
約

一
億
一
五
〇
〇
万
人
に
な
る
と
み
ら
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
か
ら
二
〇
二
五
年
ま
で

に
約
一
二
〇
〇
万
人
の
人
口
が
減
っ
て
い
く

と
見
込
ま
れ
ま
す
。

日
本
は
す
で
に
超
高
齢
化
社
会
に

　

こ
の
う
ち
高
年
齢
者
に
つ
い
て
は
、
六
五

歳
以
上
人
口
は
二
〇
〇
九
年
で
二
九
〇
〇
万

人
で
す
が
、
総
人
口
は
減
っ
て
い
く
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
二
〇
二
五
年
に
七
六
〇
万
人
あ

ま
り
増
え
て
三
六
六
七
万
人
に
な
る
と
推
計

さ
れ
ま
す
。

　

総
人
口
に
占
め
る
六
五
歳
以
上
人
口
の
割

合
で
あ
る
高
齢
化
率
は
、
二
〇
〇
九
年
で
二

二
・
七
％
だ
っ
た
の
が
二
〇
二
五
年
に
は
約

三
一
・
八
％
に
ま
で
上
昇
す
る
と
見
込
ま
れ

○ 人口は2004年にピークを迎え、減少局面に入っている。2055年には9000万人を
割り込み、高齢化率は40％を超えると推計されている。
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人口ピーク(2004年)：12,779万人

図１　我が国人口・高齢化率の推移

資料出所：2005 年までは総務省統計局「国勢調査」、2009 年は総務省統計局「人口推計」
　　　　　2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2006年12月推計）中位推計」
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今
後
に
つ
い
て
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図２　団塊の世代の高齢化

資料出所：2009 年は総務省統計局「人口推計」
　　　　　�2014 年、2019 年は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2006 年

12 月推計）中位推計」
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て
い
ま
す
。
二
三
％
を
超
え
る
と
超
高
齢
社

会
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
す
で

に
日
本
は
超
高
齢
社
会
に
入
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
働
き
盛
り
の
世
代
（
一
五
～
六
四

歳
）
で
す
が
、
二
〇
〇
九
年
で
約
八
一
〇
〇

万
人
だ
っ
た
の
が
、
二
〇
二
五
年
に
は
約
六

七
〇
〇
万
人
と
約
一
四
〇
〇
万
人
減
少
し
ま

す
。
若
い
世
代
（
一
四
歳
以
下
）
は
、
二
〇

〇
九
年
で
約
一
七
〇
〇
万
人
だ
っ
た
の
が
二

〇
二
五
年
に
は
一
一
一
五
万
人
に
な
る
と
予

測
さ
れ
て
お
り
、
供
給
側
と
な
っ
て
く
れ
る

若
い
世
代
も
、
五
七
〇
万
人
あ
ま
り
減
少
す

る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

避
け
た
い
労
働
力
人
口
の
減
少
率

の
拡
大

　

次
は
、
団
塊
の
世
代
の
高
齢
化
の
状
況
で

す
（
図
２
）。
い
わ
ゆ
る
二
〇
〇
七
年
問
題

と
い
う
こ

と
で
一
時

期
、
話
題

に
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
団
塊
の
世
代
も
二
〇
一
四
年

に
は
六
五
歳
を
迎
え
、
事
実
上
引
退
す
る
方

が
増
え
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
二

〇
一
九
年
に
な
る
と
、
団
塊
の
世
代
も
い
よ

い
よ
七
〇
歳
を
迎
え
る
と
い
う
状
況
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。

　

労
働
力
人
口
の
推
移
の
見
込
み
―
―
二
つ

の
シ
ナ
リ
オ
を
図
３
で
み
て
い
き
ま
す
と
、

こ
れ
も
二
〇
〇
五
年
国
勢
調
査
の
数
字
で
す

が
、
総
人
口
は
二
〇
〇
六
年
に
は
一
億
二
七

〇
〇
万
人
あ
ま
り
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
に
占
め
る
労
働
力
人
口
の
割
合
は
五
二
・

一
％
で
す
。
こ
れ
が
、
と
く
に
何
も
施
策
を

講
じ
な
い
で
こ
の
ま
ま
推
移
し
て
い
っ
た
場

合
は
、
二
〇
一
七
年
に
総
人
口
が
一
億
二
四

四
六
万
人
で
、
労
働
力
人
口
が
六
二
一
七
万

人
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
総
人
口

の
減
少
率
二
・
六
％
に
比
べ
、
労
働
力
人
口

は
六
・
六
％
減
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
総
人

口
の
減
少
率
よ
り
も
労
働
力
人
口
の
減
少
率

の
方
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
日
本
社
会
全
体
の
活

力
と
い
う
面
か
ら
も
避
け
た
ほ
う
が
い
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
高
年
齢
者
、

女
性
、
若
年
者
な
ど
す
べ
て
の
人
が
、
意
欲

と
能
力
に
応
じ
て
し
っ
か
り
働
く
こ
と
が
で

き
る
環
境
を
整
え
る
、
そ
う
い
っ
た
施
策
を

講
じ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働

いつまで働きたいか（６０歳以上の人）

７５歳くらいまで ７６歳以上７５歳くらいまで
１０．４

７６歳以上
２．４

６０歳くらいまで ６５歳くらいまで ７０歳くらいまで 働けるうちはいつまでも
９．７ １９．２ ２３．０ ３６．８
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（％）

図４　高年齢者の高い就業意欲

資料出所：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（2008）
　（注）　60 歳以上の男女を対象とした調査（n=3,293）

○ 現状のまま推移した場合、総人口の減少率よりも労働力人口の減少率の方が高くなる。このため、

若者、女性、高齢者など全ての人が意欲と能力に応じて働くことのできる環境を整えることが必要。
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図３　労働力人口推移の見込み～二つのシナリオ～

資料出所：�総人口については、2006 年は総務省統計局「人口推計」、2017 年、2030 年は国立社会保障・人口問題研
究所「日本の将来推計人口」（2006 年 12 月推計）による。
労働力人口については、2006 年は総務省統計局「労働力調査」、2017 年、2030 年はＪＩＬＰＴ「2007
年度需給推計研究会」における推計結果。

　（注）1　�「労働市場への参加が進むケース」とは、各種施策を講じることにより、より多くの者が働くことが可
能となったと仮定したケース�

　（注）2　�2017 年、2030 年における総人口及び労働力人口の推計横の割合については、2006 年における総人口又
は労働力人口と比較したもの。

　図５　就業についての引退及び引退時期

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用・就業に関する調査」（2009）

○ 就業についての引退時期をみると、６５歳以上まで働きたい人の割合が男性で６割程度以上、女性で

４割程度以上を占めている。また、「既に仕事を辞めている」を除き、男女ともに、すべての年齢階級で

「年齢に関わりなくいつまでも働きたい」の割合が最も高い「年齢に関わりなくいつまでも働きたい」の割合が最も高い。
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力
人
口
を
全
体
で
約
三
四
〇
万
人
増
加
さ
せ

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
何
も
施
策
を
講
じ

な
け
れ
ば
、
図
の
な
か
で
青
い
字
で
示
し
た

よ
う
に
総
人
口
で
四
四
〇
万
人
も
減
少
し
て

し
ま
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
何
と
か
一
〇
〇

万
人
程
度
の
減
少
に
抑
え
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
働
き
た
い

　

次
に
、
高
年
齢
者
の
就
業
意
欲
の
状
況
等

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
図

４
は
、
内
閣
府
が
二
〇
〇
八
年
に
実
施
し
た

意
識
調
査
で
、
六
〇
歳
以
上
の
男
女
を
対
象

に
行
い
、
何
歳
ぐ
ら
い
ま
で
働
き
た
い
か
を

尋
ね
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
九
割
以
上

が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
き
た
い
と
答
え
て
い

ま
す
。

　

図
５
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
で

実
施
し
た
調
査
（
二
〇
〇
九
年
）
で
、
就
業

に
つ
い
て
の
引
退
・
引
退
時
期
に
つ
い
て
ど

う
考
え
て
い
る
か
を
聞
い
て
い
ま
す
。
六
五

歳
以
上
ま
で
働
き
た
い
と
い
う
人
の
割
合
は
、

男
性
で
六
割
以
上
に
の
ぼ
り
、
女
性
で
も
そ

の
割
合
は
四
割
以
上
に
達
し
て
い
る
と
い
う

結
果
が
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、
す
べ
て
の
年

齢
階
級
で
、「
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
い
つ
ま

で
も
」
働
き
た
い
と
考
え
る
人
の
割
合
が
も

っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。　

　

同
じ
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
の
調
査

で
高
齢
者
の
主
な
就
業
理
由
を
み
て
い
く
と

（
図
６
）、「
経
済
上
の
理
由
」
が
も
っ
と
も

割
合
が
高
く
、
そ
の
割
合
は
年
齢
が
上
が
る

に
つ
れ
て
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
年

齢
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、「
生
き
が
い
、
社
会

参
加
の
た
め
」
と
い
っ
た
割
合
が
高
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

高
い
60
歳
以
降
の
就
業
率
と
就
業

意
欲

　

年
齢
階
級
別
の
男
女
別
の
就
業
率
の
推
移

に
つ
い
て
は
（
図
７
）、
一
九
七
〇
年
で
は
、

ま
だ
第
一
次
産
業
の
構
成
比
率
が
高
か
っ
た

り
、
自
営
業
者
が
多
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と

で
、
高
年
齢
者
の
就
業
率
も
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
、
産
業
構
造
の
変
化
等
に
よ

り
、
雇
用
労
働
者
が
増
え
る
に
従
っ
て
就
業

率
が
下
が
っ
て
い
き
、
二
〇
〇
〇
年
で
六
割

を
切
っ
て
い
ま
す
。

　

六
〇
歳
台
前
半
層
の
就
業
率
を
み
る
と
、

二
〇
〇
五
年
に
は
五
二
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。

後
で
ま
た
説
明
し
ま
す
が
、
二
〇
〇
六
年
に

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
改
正
さ
れ
、
六
五

歳
ま
で
の
雇
用
確
保
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
七
年
、
二
〇
〇
八
年
と
就
業
率
が
上

が
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
法
律
の
成
果
で
は

図６　主な就業理由

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構「高年齢者の雇用・就業に関する調査」（2009）

5.67.48

0.8 
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3.9 55～59歳
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3.210.86
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9.6 5.1 55～59歳

女 3.53.313.52.619.6560～64歳

2.77.810.214.515.44
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65～69歳

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

経済上の

理由

いきがい、社会参加のため 健康上の理由 頼まれたから、時間に余裕があるから その他

図７　年齢階級別・男女計就業率推移

資料出所：総務省統計局「労働力調査」

（％）

1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 2005 年 2007 年 2008 年 2009 年

総数総数

（男女計） ６４．６ ６２．０ ６１．９ ５９．５ ５７．７ ５８．１ ５７．８ ５６．９

（男） （女） ８０．８ ４９．３ ７８．２ ４６．７ ７５．６ ４９．０ ７２．７ ４７．１ ６９．９ ４６．３ ７０．３ ４６．６ ６９．８ ４６．５ ６８．２ ４６．２

60歳～64
歳

（男女計）

５８．４ ５４．１ ５３．４ ５１．０ ５２．０ ５５．５ ５７．２ ５７．０

７９ ８ ３９ １ ７４ ２ ３８ ４ ６９ ２ ３９ ０ ６５ １ ３７ ８ ６５ ９ ３９ ０ ７０ ８ ４１ ０ ７２ ５ ４２ ５ ７１ ４ ４２ ９（男） （女） ７９．８ ３９．１ ７４．２ ３８．４ ６９．２ ３９．０ ６５．１ ３７．８ ６５．９ ３９．０ ７０．８ ４１．０ ７２．５ ４２．５ ７１．４ ４２．９

65歳～69
歳 ４５．５ ４０．２ ３８．７ ３６．２ ３３．８ ３５．８ ３６．２ ３６．２

（男女計）

（男） （女） ６５．５ ２７．８ ５８．４ ２５．８ ５３．２ ２７．６ ４８．６ ２５．１ ４５．０ ２３．７ ４６．９ ２５．６ ４７．８ ２５．５ ４６．９ ２６．３

70歳～70歳

（男女計） ２２．１ １７．２ １６．５ １５．４ １３．６ １３．３ １３．２ １２．９

（男） （女） ３５．５ １１．６ ２８．０ ９．６ ２６．０ １０．４ ２４．１ ９．８ ２０．８ ８．７ ２０．６ ８．４ ２０．２ ８．５ １９．６ ８．２

注：1970 年の数値には、沖縄分は含まれていない

50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75歳以上

日本
男 95.7 92.5 76.4 49.6 30.5 13.9

女 71.6 61.6 43.6 26.0 14.9 5.5

アメリカ
男 86.2 78.8 59.9 35.6 21.9 10.4

女 74.8 67.7 48.7 26.4 14.3 5.2

イギリス
男 87.2 80.0 60.0 22.5 10.2 2.9

女 78.2 65.5 34.5 12.4 4.4 0.8

フランス
男 90.5 62.0 19.1 5.4 1.9 0.5

女 79.8 56.5 15.0 3.1 0.8 0.2

ドイツ
男 90.9 83.3 46.6 9.9 5.1 1.9

女 79.7 67.5 29.4 5.6 2.4 0.6

スウェーデン
男 90.1 86.5 67.3 21.9 9.4 －

女 86.5 80.7 58.6 12.6 3.2 －

（％）

図８ 各国の高齢者労働力率（50 歳以上年齢階級別，2008 年）

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2010」
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な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
高
齢
者
労
働
力
率
の
国
際
比
較
で

す
（
図
８
）。
各
国
と
も
、
五
〇
歳
台
の
層

は
当
然
の
よ
う
に
高
い
労
働
力
率
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
六
〇
歳
以
上
に
な
る
と
圧
倒
的

に
日
本
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
は
、

男
性
で
は
六
〇
歳
台
前
半
で
七
六
％
に
な
っ

て
い
ま
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
六
〇
％
を
切
っ

て
い
ま
す
。
日
本
に
続
く
の
は
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

女
性
で
は
、
五
〇
歳
台
で
は
各
国
に
比
べ
、

日
本
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
と
い
う
状
況
に
は
な

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
六
〇
歳
台
以
降
に
つ
い

て
は
各
国
と
比
較
し
て
も
遜
色
な
く
、
就
業

率
も
就
業
意
欲
も
高
い
の
で
は
な
い
か
と
み

て
い
ま
す
。

60
歳
台
の
雇
用
の
確
保
を

　

こ
う
い
っ
た
マ
ク
ロ
の
状
況
あ
る
い
は
高

年
齢
者
の
就
業
意
欲
の
状
況
に
応
じ
て
、
現

在
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
図
９
に
あ
る
三

本
柱
の
対
策
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
一
点
目
が
、「
六
〇
歳
台
の
雇
用
の
確

保
」
で
す
。
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
基
づ

き
、
六
五
歳
ま
で
の
段
階
的
な
定
年
引
上
げ

や
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
を
、
二
〇
〇
六
年

四
月
の
法
改
正
に
よ
っ
て
義
務
化
し
て
お
り

ま
す
。
図
10
で
は
、
厚
生
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
が
引
上
げ
ら
れ
、
二
〇
一
三
年
四
月
に

「
定
額
部
分
」
の
六
五
歳
引
上
げ
が
完
了
し

ま
す
。
一
方
、
二
〇
一
三
年
四
月
に
は
、「
報

酬
比
例
部
分
」
の
引
上
げ
が
開
始
さ
れ
、
二

〇
二
五
年
に
は
六
五
歳
引
上
げ
が
完
了
し
ま

す
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
六
〇
歳
台
前
半
の

雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
高
年
齢
者
雇
用
安

定
法
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

　

図
11
は
こ
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
ス

キ
ー
ム
を
表
し
て
お
り
、
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
に
合
わ
せ
て
徐
々
に
雇
用
確
保
措
置
の

義
務
の
年
齢
が
上
が
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。

　

図
９
の
六
〇
歳
台
の
雇
用
確
保
に
戻
り
ま

す
が
、
さ
ら
に
、
で
き
る
だ
け
年
齢
に
か
か

わ
り
な
く
働
け
る
社
会
を
め
ざ
す
こ
と
の
第

一
歩
と
し
て
、「
七
〇
歳
ま
で
働
け
る
企
業
」

も
奨
励
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
法
律
に
基
づ

く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
助
成
金
に
よ

る
支
援
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
を
行
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
企
業
を
普
及
・
促
進
し
て
い
ま

す
。

ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
雇
用
確
保
措

置
を
実
施

　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
状
況
で

す
が
（
図
12
）、
高
年
齢

者
の
雇
用
確
保
措
置
の
中

身
と
し
て
は
、
①
定
年
の

引
上
げ
②
継
続
雇
用
制
度

の
導
入
③
定
年
の
定
め
の

廃
止
―
―
と
い
う
三
つ
の

選
択
肢
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
措
置
の
実
施
状
況

を
み
る
と
、現
在
、九
六
・

六
％
の
企
業
で
雇
用
確
保

措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
う
ち
、
希
望
者
全

員
が
六
五
歳
ま
で
働
け
る

と
い
う
企
業
の
割
合
は
四

六
・
二
％
で
す
。
こ
れ
ら

の
企
業
は
、
六
五
歳
以
上

の
定
年
制
を
定
め
て
い
る

か
、
希
望
者
全
員
が
六
五

歳
ま
で
働
け
る
よ
う
な
継

続
雇
用
制
度
を
採
用
し
て

い
る
か
、
あ
る
い
は
定
年

の
定
め
が
な
い
、
と
い
う

企
業
で
す
。

図９　高年齢者雇用対策施策体系

● ６５歳までの段階的な定年引上げ、継続雇用制度等の高

主な取組の例

①６０歳台の雇用確保

年齢者雇用確保措置の義務化
（改正高年齢者雇用安定法を平成１８年４月に施行）

※ 定年の引上げ、継続雇用制度の年齢は老齢基礎年金の支給開始年齢の引
上げに合わせて、平成25年度までに段階的に実施（現在64歳）

○ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合46 2%
①６０歳台の雇用確保

● 「７０歳まで働ける企業」の普及及び促進
（定年引上げ等奨励金の拡充等）
○ 「70歳まで働ける企業の割合」 17 1%

○ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合46.2%

● 募集・採用における年齢制限の禁止を義務化

○ 「70歳まで働ける企業の割合」 17.1%
（何らかの仕組みにより70歳以上まで働ける企業の割合）

②高年齢者等の再就職促進

● 募集・採用における年齢制限の禁止を義務化

● 高年齢者等の早期再就職の実現
（試行雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金等）

（改正雇用対策法を平成１９年１０月に施行）

③多様な就業・社会参加の促進
● シルバー人材センター事業による臨時的・短期的な就業
機会の確保の促進機会の確保の促進

図 10　厚生年金の支給開始年齢の引上げ

○年金制度改革により厚生年金の支給開始年齢が段階的に引上げ

2025 年４月
報酬比例部分引上完了

2013 年４月

2016 年４月 2019 年４月 2022 年４月

特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）

2013 年４月
報酬比例部分

引上開始 老齢厚生年金
（報酬比例年金）

特別支給の老齢厚生年金（定額部分）

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

老齢基礎年金

2013 年４月
定額部分引上完了

2001 年４月
定額部分引上開始

2004 年４月 2007 年４月 2010 年４月

年金支給と雇用との接続が課題
当面は定額部分の
引上げに対応が必要

図 11　 改正高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措
置の義務付け

① 定年の引上げ
いずれかの措置

（高年齢者雇用確保措置）

の実施義務

　②　継続雇用制度の導入（労使協定により基準を
　　定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可）

① 定年の引上げ

③ 定年の定めの廃止

　定年の引上げ、継続雇用制度の年齢は、
年金支給開始年齢の引上げに合わせて

③ 定年の定めの廃止

６５歳

義

年金支給開始年齢の引上げに合わせて、
２０１３年度までに段階的に実施

６４歳

６３歳

義
務
年
齢

６２歳

２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３

齢

施 ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３
平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５

年度
施
行
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七
〇
歳
ま
で
働
け
る
企
業
の
割
合
は
、
一

七
・
一
％
で
す
。
こ
れ
ら
の
企
業
は
、
七
〇

歳
以
上
の
定
年
を
定
め
て
い
る
か
、
七
〇
歳

ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
を
採
用
し
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
定
年
の
定
め
が
な
い
と
い
う
企
業

で
す
。

　

基
準
非
該
当
離
職
者
の
割
合
で
す
が
、
こ

れ
は
、
②
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
の
中
で
、

労
使
で
話
し
合
っ
た
場
合
に
は
、
労
使
協
定

で
そ
の
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
人
に

つ
い
て
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
基
準
に
該
当
し
な
い
人
を

継
続
雇
用
制
度
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
そ
の
対

象
外
と
な
っ
て
離
職
し
た
人
の
割
合
で
す
。

　

そ
の
割
合
は
二
％
で
、
実
態
と
し
て
は
、

本
人
が
希
望
す
れ
ば
ほ
ぼ
全
員
が
継
続
雇
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
が
、

制
度
的
に
は
ま
だ
、
こ
う
い
っ
た
形
で
継
続

雇
用
制
度
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
方
も
存
在

し
ま
す
。

再
就
職
や
多
様
な
就
業
、
社
会
参

加
も
促
進

　

三
本
柱
の
二
点
目
が
「
高
年
齢
者
等
の
再

就
職
促
進
」
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
雇

用
対
策
法
と
い
う
雇
用
対
策
の
基
本
と
な
る

法
律
を
改
正
し
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
募
集
・

採
用
に
お
け
る
年
齢
制
限
の
禁
止
を
義
務
化

し
て
い
ま
す
。
図
13
で
は
、
雇
用
対
策
法
に

よ
り
、
基
本
的
に
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均

等
な
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
年
齢
差
別
の
禁
止
が
義
務
化
さ
れ

て
お
り
、
企
業
に
お
い
て
、
緑
色
の
枠
内
に

あ
る
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

　

三
本
柱
の
最
後
と
し
て
、
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
事
業
な
ど
に
よ
る「
多
様
な
就
業
・

社
会
参
加
の
促
進
」
に
つ
い
て
の
施
策
を
行

っ
て
い
ま
す
（
図
14
）。

65
歳
ま
で
の
希
望
者
全
員
が
働
け

る
施
策
を

　

今
後
ど
う
い
っ
た
高
年
齢
者
の
雇
用
対
策

を
講
じ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
、
昨
年
、
閣

議
決
定
さ
れ
た
「
新
成
長
戦
略
～
『
元
気
な

日
本
』
復
活
の
シ
ナ
リ
オ
～
」
の
中
で
、
国

民
す
べ
て
が
意
欲
と
能
力
に
応
じ
、
労
働
市

場
や
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
活
動
に
参
加
で
き
る

社
会
、「
出
番
」
と
「
居
場
所
」
を
実
現
し
、

成
長
力
を
高
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
基
本

と
し
て
、
若
者
・
女
性
・
高
齢
者
・
障
が
い

者
の
就
業
率
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
く
と

い
う
方
針
を
定
め
ま
し
た
。

　

具
体
的
な
工
程
表
の
中
で
、
六
五
歳
ま
で

希
望
者
全
員
の
雇
用
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
な

施
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
二
〇
一
三
年
度
ま
で
に
そ
の

検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措
置
を
講
じ

る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、
こ
の
閣
議
決
定
の
後
に
、
厚
生
労

働
省
の
雇
用
政
策
研
究
会
で
も
同
様
の
内
容

の
提
言
が
な
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
、
昨
年

一
一
月
か
ら
「
今
後
の

高
年
齢
者
雇
用
に
関
す

る
研
究
会
」
を
開
催
し
、

検
討
を
し
て
頂
い
て
い

ま
す
。
研
究
会
で
は
、

希
望
者
全
員
の
六
五
歳

ま
で
の
雇
用
確
保
を
ど

う
や
っ
て
行
っ
て
い
く

か
、
年
齢
に
か
か
わ
り

な
く
働
け
る
社
会
の
た

め
の
環
境
整
備
を
ど
う

行
っ
て
い
く
か
な
ど
を

中
心
に
検
討
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
、
六
月
中

に
は
報
告
書
を
取
り
ま

と
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ

の
報
告
書
に
基
づ
き
、

今
後
、
審
議
会
等
で
議

論
し
、
適
切
な
対
策
を

講
じ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

図 13　募集・採用時の年齢制限の是正

図 14　シルバー人材センター事業の概要

図 12　高年齢者雇用安定法に基づく企業の取組状況
各種指標の推移

年金支給開始年齢（平成22年4月より63歳から64歳に引き上
げ）までの雇用確保措置を実施済の企業の割合は96.6%（1.0ポ
イント上昇）

１ 高年齢者雇用確保措置等の実施状況
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２ 希望者全員が65歳まで働ける企業等の状況
(1)希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は46.2% 44 6 46.2 50
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希望者全員が65歳まで働( ) 業
（1.6ポイント上昇）

(2)「70歳まで働ける企業」の割合は17.1%（0.8ポイント上昇）

３ 基準非該当離職者 割合
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３ 基準非該当離職者の割合
過去1年間の定年到達者約46万7千人のうち、定年後に継続

雇用された者の割合は71.7％（約33万5千人）、継続雇用を希
望したが継続雇用基準に該当しないことにより離職した者は
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2.0％（約9千人。継続雇用希望者全体に占める比率は2.7％）
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○ 60歳以上の雇用者数は年々増加（労働力調査、年平均）
19.5% 80.5%

3.0%

0.1%

継続雇用制度

継続雇用制度

希望者全員

定 職 数

（継続雇用を希望し

ない者）

継続雇用者

基準非該当離職者
60～64歳 317万人 315万人 352万人 389万人 408万人
65歳以上 228万人 248万人 272万人 292万人 305万人

29.2% 67.8%
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継続雇用制度

基準該当者

基準非該当離職者

求人の際の年齢制限により、高年齢者の就労機会が制限されていることから、

【従来】
募集・採用に係る年齢制限 法改正

【2004 年12月～】
65歳未満の年齢制限を行う
場合に理由提示を義務化

禁止の努力義務
（雇用対策法）

場合 由提 を義務化
【2007 年10月～】
募集・採用に係る年齢制限
禁止の義務化
（改正雇用対策法）

企業における具体的対応

① 事業主は労働者の募集・採用を行う際には、原則として年齢を不問とすることとなる。
（改正雇用対策法）

② 合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合（例外事由）を厚生労働② 合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合（例外事由）を厚生労働
省令で規定

③ 65歳未満の上限年齢の設定が必要である場合については、書面により上限年齢を
設ける理由を提示

シルバー人材センター事業の内容

【現状】
○ 目的

定年退職後等に、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望する高年齢者に
対して、地域の日常生活に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の就業
機会の増大を図り、活力ある地域社会づくりに寄与する。

団体数 ：１，３３２団体

会員数 ： ７９万人

契約件数 ３３８万件

機会の増大を図り、活力ある地域社会 くりに寄与する。
○ 仕組み
（１） 会員

概ね６０歳以上の健康で就業意欲のある高年齢者
（２） 事業内容

シルバー人材センターは 家庭 事業所 官公庁から 地域社会に密着 契約件数 ： ３３８万件

金額 ：３，０７０億円

就業延人員 ：７，０３３万人

※ 平成２２年３月末日現在

シルバ 人材センタ は、家庭、事業所、官公庁から、地域社会に密着
した臨時的かつ短期的な仕事等を有償で請け負い、これを希望する会員に
提供する。
会員は実績に応じて一定の報酬（配分金）を受ける。

【シルバー人材センターで取り扱う仕事の例】
宛て名書き 公園 施設管理 清掃 観光案内 福祉 家事援助 ※ 平成２２年３月末日現在宛て名書き、公園・施設管理、清掃、観光案内、福祉・家事援助
サービス、子育て支援サービス、パソコン講師、補習教室講師等

（３） 事業の拡充
運営の自立化を推進しつつ、少子高齢化の急速な進展に対応する高齢者

活用子育て支援事業、高齢者生活援助サービス事業の推進等に加え、「教
育、子育て、介護、環境」の分野で、シルバー人材センターが地方公共団体の
協力・支援を得て、企画提案した事業を支援するほか、市町村合併等に伴い広
域化した地域等で会員の就業に関する連絡や相談・就業先の開拓等を行うた
めの取次所の設置や女性向けの職域の拡大の推進等を行い、高齢者のニーズ
に的確に対応した就業機会を安定的に提供する体制を構築する。的確 対 就業機会を安定的 提供する体制を構築する。


